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法人の概要とこれまでの取組み概況 
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法人名 （一社）日本ケーブルテレビ連盟 設立 1980年9月9日 

代表者 理事長 西條 温 
会員数 

ケーブルテレビ事業者372社 

従業員数 37名 放送事業者66社、その他83社 

北海道 

東 北 

北関東 

東 京 

南関東 

信 越 

東 海 

北 陸 

近 畿 

中 国 

四 国 
九 州 

全国に１２ヶ所の支部を配置 

日本ケーブルテレビ連盟の取組み 

・ コンプライアンス委員会の設置 
・ 営業活動（※1）及び広告表示（※2）に関する業界ガイド   
 ラインを策定し、各支部に周知 
・ 国民生活センターに対し苦情相談件数の開示請求開始 

2007年 

・「ケーブルテレビ事業 営業活動の手引き」を発行 
・連盟事務局内に「お客様相談窓口」を設置 

2009年 

･消費者庁訪問し、意見交換を実施 
･各会員事業者における苦情相談体制の実態調査アン  
  ケートの実施 

2010年 

・放送法改正に伴う苦情対応義務条項について各支部に  
 て説明会を実施 
・電気通信サービス向上推進協議会に参画 

2011年 

･国民生活センターに対し、苦情相談対象事業者名の開示 
 を請求し、個別事業者に対する直接指導に着手 
･国民生活センターに寄せられる苦情相談件数月間２ケタ  
 の目標を達成（66件） 

2013年 
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お客様相談窓口の体制 
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受付方法 
 お客様相談窓口専用に電話番号とメールアドレスを設置。 
 ○電話  ○メール 

受付体制 

 ○電話対応 （9：30～17：00 月～金） ※夜間及び土日・祝日の対応は無し 
 ○メール対応（受付は24時間） 
 ※稀に特別な事案発生時には時間外も対応する。 
   （例）①重大事故発生時 
        （利用停止世帯が３万世帯以上、かつ停止時間が２時間以上の場合） 
        ②東京タワーからスカイツリーへの移管作業時 
        ③デジアナ変換終了の国民へのアナウンス時  等々 

運営体制 

 ○人員 ⇒ 2名～4名 （但し、全員が担当業務と兼務） 
         ※連盟の職員は会員事業者からの出向者で構成されている。 
 ○教育 ⇒ お客様対応を行う職員の全員がケーブルテレビ事業者からの出向者であり、 
         知識/経験共に豊富であるので、特段の教育は不要。 
 ○費用 ⇒ 会員事業者に対し、相談窓口に特化した費用負担は課していない。 
         お客様対応は業界団体が取り組む業務として位置付けているので、 
         通常の会費内で運営している。 

国民生活センター及び
各地の消費生活セン
ター等との連携 

 ○各消費者センターからの相談・問合せについてはお客様相談窓口にて一次受付を実施。 
   内容に応じて当該事業者と連携し対応を実施。 
 ○全国の事業者に対し、各地の消費生活センター等との情報交換実施を推進。 

 ○四半期毎に国民生活センターからケーブルテレビに関する苦情・相談情報（PIO-NET） 
   を頂き、内容を検証。 

受付数  ○お客様相談窓口での年間受付件数 ⇒ 概ね1,000件程度 
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苦情/相談の流れと取り扱う事例の範囲 
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消
費
者 

全国の消費 
生活センター等 

ＪＣＴＡ 
日本ケーブル 
テレビ連盟 

各地のケーブルテレビ事業者 

コンプライアンス委員会 
調査委員会 

その場で 
解決 

調査 
ヒアリング 

取次 

仲介 
指導 

①エリア照会や事業者照会 
②CATVに関する一般的な質問 
③事業者への質問前段階の確認 
④自主基準の解釈。 

当該事業者への取次 
（業界団体を事業者と同一視する場合 
  のエスカレーション機能） 

苦情の場合の事実関係の確認を実施。
当該事業者に対し報告を求める。 
（消費者への配布物等も提出させる） 
直接営業員に連絡を取ることもある。 

事実関係の確認の結果、明らかに事業
者側に非がある場合、消費者への説明と
謝罪、及び当該事業者への指導を行う。 
（主に自主基準に照らしての判断） 

苦情/相談の流れ 取り扱う事例の範囲 

連盟を介さない場合 

消費者からの流れ 

連盟が関わる流れ 

凡
例 
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PIO-NETの件数推移 
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PIO-NETの最近3カ年の月別件数の推移 

6 
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PIO-NETの件数と傾向分析 地域別の件数 
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PIO-NETの件数と傾向分析 年代別の件数 

20歳未満 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳以上 

20歳未満 

20歳代 

30歳代 

40歳代 

50歳代 

60歳代 

70歳以上 

合計 

無回答 
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PIO-NETの件数と傾向分析 相談項目別の件数 
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個社へのフィードバックと業界内の情報共有 
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PIO-NETに登録された 
苦情相談があった事業 
者名と件数を把握する。 
（四半期毎） 

コンプライアンス委員会に
て検証し、件数の多い事
業者にはその件数を伝え、
当該事案を調査させる。 

PIO 
NET 
情報 

連盟から当該事業者に 
電子メールにて報告。 
必要に応じて調査指示。 

調査報告により 
①事業者による対応依頼 
②連盟から対応指示 

個別 
発生 
事案 

個 
社 
へ 
の 
フィ
ード
バッ
ク 

自主的な 
改善作業を
促進 

事業者に 
よる解決 
を促進 

PIO-NETに登録された 
苦情相談があった事業 
者名と件数を把握する。 
（四半期毎） 

コンプライアンス委員会に
よる検証結果を支部長
会議に報告。 
（個社名は非公開） 

PIO 
NET 
情報 

業界 
内の 
情報 
共有 

各支部内で
の情報展開 
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相談窓口の設置と運営上の課題等 

【設置時の状況】 
 

①設置のきっかけとなったのは地上デジタル放送への移管に伴う苦情の激増。 

②これにより消費生活センターへの苦情/相談件数も激増し、自治体の広報誌等で 

  も「ケーブルテレビの悪質な営業行為」が紹介されるなど、その信用が問われた。 

③その結果、営業自主基準の策定、相談窓口専用電話番号の設置と公開を実施。 

 

【運営上の課題と解決への取組み】 
 

①各ケーブルテレビ事業者への自主基準啓蒙のため、各支部単位で説明会を実施。 

②失いかけた信用を取り戻すため、自社エリア内の消費生活センターへの定期訪問を 

  指示。（苦情対応だけではなく、新サービスやキャンペーンの事前説明を行う） 

③コンプライアンス委員会により、自主基準の順守状況を調査するアンケートを実施。 

④各社のコールセンターや担当者との連絡環境の整備。 

⑤相談者の個人情報保護のため、業界団体としてプライバシーマークを取得。 

11 
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相談窓口の設置の利点と業界特有の事情 

【相談窓口設置の利点】 
①苦情/相談件数の激減。（ピーク時の半分以下に減少した） 

②各社の意識改革の促進。 

 （自社ではなく、業界団体や消費生活センターに相談されてしまうことの重大さを 

   認識。早期解決に取り組む。） 

③顔の見える存在をアピールし、競合他社との差別化を促進。 

 （結果としての解約防止に繋がる。） 

④業界団体の存在価値の向上促進。 
 

【業界特有の事情】 
①業界団体と事業者との関係が密接であること。（事業者から頼られる業界団体） 

②全国各地に事業者が存在し、事業エリアが限られているため、当該地域での信用 

  は欠かせないものであり、“顔の見える地元事業者”としての存在価値が高い。 

12 

自主的な取り組みによる解決スキームを実現 



有線テレビジョン放送事業の営業活動における 
消費者保護に関する自主基準及びガイドライン（抜粋） 

「放送法等の一部を改正する法律（平成22 年法律第65 号）」（平成23 年6 月30 日施行）に伴う改訂案 

平成２０年３月１９日 制定 
平成２０年７月 １日 施行 
平成２４年５月１６日 改定 

参考資料 
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（問い合わせ及び苦情） 

第１４条  

  連盟事務局は、消費者からの問合せ及び苦情に誠実に対応しなければならない。 

２ 連盟事務局は、前項の目的を達するため、消費者からの問い合わせ及び苦情を適
切かつ迅速に処理するため、お客様相談窓口を設置するものとする。 

３ 連盟事務局は、消費者から勧誘及び契約の締結に係る苦情の申立てがあったとき
は、速やかにその内容を調査し、必要があると認めるときは、当該苦情を解決する
ために必要な措置を講じなければならない。 

４ 連盟事務局は、消費者から勧誘及び契約の締結に係る苦情の申立てがあったとき
は、当該消費者の意向に反しない限り、事業者に対し、当該苦情の内容を伝達し
、適切に解決するよう指導するとともに、必要に応じ、調査を行うことができる。 

５ 連盟事務局は、本条に規定する苦情の解決をコンプライアンス委員会に委嘱して行
わせることができる。 

 

14 
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（調査委員会） 

第１５条  

  連盟事務局及びコンプライアンス委員会は、事業者がこの自主基準又は法令に違
反する行為を行ったとの疑義を有した場合、その調査のための委員会(以下「調査
委員会」という。)を設置することができる。 

２ 調査委員会は、理事、支部長、連盟役員、事務局長及び弁護士から複数選任す
るものとする。 

３ 連盟事務局若しくはコンプライアンス委員会又は調査委員会は、必要に応じ、事案
に係る消費者及び事業者その他関係者から事情を聴取することができる。 

４ 連盟事務局若しくはコンプライアンス委員会又は調査委員会は、事業者がこの自主
基準又は法令に違反する行為を行ったと認める場合には、その旨を理事長に報告
しなければならない。 

５ 理事長は、前項の報告を受けた場合には、当該報告に係る事業者に対し、指導若
しくは改善勧告を行い、又は、この自主基準若しくは法令に違反する行為の再発
の防止を図るための計画の策定及びその提出を求めることができる。 

６ 理事長は、前項の計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、適切な範囲
で公表することができる。 

 
15 
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（自主基準の遵守） 

第１６条  

  連盟は、自主基準の遵守に資するため、この自主基準の実施の状況の点検並び
に事業者への助言及び改善指導を適切な方法により行うことができる。 

16 
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参考資料 


